
　中分類　２８　　　電子部品・デバイス・電子回路製造業
　小分類　２８０　　　管理、補助的経済活動を行う事業所（２８電子部品・デバイス・電子回路製造業）
　小分類  ２８１　　　電子デバイス製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２８１１ 電子管製造

業
主として光源用以外の電子管を製造する事業所をいう。
主として水銀放電灯などの光源用の電子管を製造する事業所は中
分類２９【2941】に分類される。

真空管製造業（通信用のもの）；Ｘ線管製造
業；水銀整流管製造業；光電管製造業；マイク
ロ波管製造業；放電管製造業

Ｅ２８１２ 光電変換素
子製造業

主として光電変換素子製造業（半導体素子を除く）を製造する事業
所をいう。

発光ダイオード製造業；フォトカプラ製造業；イ
ンタラプタ製造業

Ｅ２８１３ 半導体素子
製造業（光電
変換素子を除
く）

主として半導体素子を製造する事業所をいう。 ダイオード製造業；トランジスタ製造業；サイリ
スタ製造業；サーミスタ製造業

Ｅ２８１４ 集積回路製
造業

主として半導体集積回路、薄膜集積回路及び混成集積回路の製造
並びに組立てを行う事業所をいう。
主として集積回路に抵抗器、コンデンサ、半導体素子などの個別部
品を付加したもの及び超小形構造（１立方㎝の中に、３個以上の素
子実装密度を有するもの）の電子部品を製造する事業所も本分類
に含まれる。
ただし、主として複合部品（回路の標準化に適合させるため、従来
の抵抗器、コンデンサなどの個別部品を一体化したもの）を製造す
る事業所は小分類282【2821】に分類される。

半導体集積回路製造業；薄膜集積回路製造
業；混成集積回路製造業；超小形構造集積回
路製造業；中央演算処理装置（CPU)製造業；
コンバータ製造業

Ｅ２８１５ 液晶パネル・
フラットパネ
ル製造業

主として液晶パネル、有機ＥＬパネルなどを製造する事業所をいう。 有機ＥＬパネル製造業；液晶素子製造業

　小分類　２８２　　　電子部品製造業

細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２８２１ 抵抗器・コン

デンサ・変成
器・複合部品
製造業

主として抵抗器、コンデンサ、変成器及び複合部品（回路の標準化
に適合させるため、従来の抵抗器、コンデンサなどの個別部品を一
体化したもの）を製造する事業所をいう。

抵抗器製造業（電力用を除く）；コンデンサ製
造業（電力用を除く）；変成器製造業（電力用
を除く）；電子機器用小型電源変圧器製造業；
電子機器用蓄電器製造業

Ｅ２８２２ 音響部品・磁
気ヘッド・小
形モーター製
造業

主としてスピーカ、マイクロホン、ヘッドホンなどの部品、磁気ヘッド
及び、小形モーター（入力電力３ワット未満のもの）を製造する事業
所をいう。
ただし、電気音響機械及び附属品（完成品）を製造する事業所は中
分類30【3023】に分類される。

スピーカ部品製造業；マイクロホン部品製造
業；イヤホン部品製造業；ヘッドホン部品製造
業

Ｅ２８２３ コネクタ・ス
イッチ・リレー
製造業

主としてコネクタ、スイッチ及びリレーを製造する事業所をいう。 コネクタ製造業（配線器具を除く）スイッチ製造
業（配線器具及び電力用開閉器を除く）；リ
レー製造業（電力用継電器及び遮断器を除
く）

　小分類　２８３　　　記録メディア製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２８３１ 半導体メモリ

メディア製造
業

主として半導体メモリーカード、メモリースティック、その他のメモリー
カードを製造する事業をいう。

ＳＤメモリーカード製造業；メモリースティック製
造業；コンパクトフラッシュ製造業

Ｅ２８３２ 光ディスク・磁
気ディスク・磁
気テープ製造
業

主として記録する前の光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ等を製
造する事業所をいう。
ただし、主として情報を記録した光ディスク、磁気ディスク、磁気テー
プを製造する事業所は中分類３２【3296】に分類される。

光ディスク製造業（生のもの）；ＣＤ・Ｒ/ＲＷ製
造業（生のもの）；ＤＶＤ・Ｒ/ＲＷ製造業（生の
もの）；磁気ディスク製造業（生のもの）；フレキ
シブルディスク製造業；ＭＯ製造業；オーディ
オ用テープ製造業；ビデオ用テープ製造業；コ
ンピューター用テープ製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
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　小分類　２８４　　　電子回路製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２８４1 電子回路基

板製造業
主として電子回路基板を製造する事業所をいう。
主な製品は、プリント配線板（回路設計に基づいて、部品間を接続
するために導体パターンを絶縁基板の表面又は表面とその内部
に、プリントによって形成された板）、モジュール基板（プリント配線
板へ搭載され、電気的相互接続が可能な板）などである。

片面・両面・多層リジッドプリント配線板製造
業；ビルドアップ配線板製造業；フレキシブル
プリント配線板製造業；フレックスリジッドプリ
ント配線板製造業；セラミックスプリント配線板
製造業；メタルコアプリント配線板製造業；リ
ジッドモジュール基板製造業；ＴＡＢ・ＣＯＦ基板
製造業；セラミックスモジュール基板製造業

Ｅ２８４２ 電子回路実
装基板製造
業

主として電子回路実装基板（電子回路基板と搭載部品から構成さ
れ、電気的相互接続を有するもの）を製造する事業所をいう。
主な製品は、プリント配線実装基板（プリント配線板と搭載部品から
構成され、電気的相互接続を有するもの）、モジュール実装基板（モ
ジュール基板と搭載部品から構成され、電気的相互接続を有するも
の）などである。
ただし、電気機器の完成品を組立又は製造する事業所は中分類２９
【291～297】に、情報通信機器の完成品を組立又は製造する事業
所は中分類３０【301～303】のそれぞれに、ユニット部品は小分類
【285】に分類される。

挿入部品実装基板製造業；チップ部品実装基
板製造業；ＩＣパッケージ実装基板製造業；ワ
イヤボンディング実装基板製造業；ＴＡＢ・ＣＯ
Ｆ実装基板製造業；フリップチップ実装基板製
造業

　小分類　２８５　　　ユニット部品製造業
Ｅ２８５１ 電源ユニット・

高周波ユニッ
ト・コントロー
ルユニット製
造業

主として電源ユニット、高周波ユニット（受信用チューナ、受信用アン
テナなど）及びコントロールユニットを製造する事業所をいう。

スイッチング電源製造業；放送（通信）受信
チューナユニット製造業；分配・分岐・混合・分
波・整合器製造業；ブースタユニット製造業；コ
ンバータユニット製造業；エアコンユニット製造
業；選局ユニット製造業；タイマユニット製造
業；モジュレータユニット製造業；パワーコント
ロールユニット製造業

Ｅ２８５９ その他のユ
ニット部品製
造業

主として他に分類されないユニット部品を製造する事業所をいう。 電子部品組立製造業；紙幣識別ユニット製造
業；硬貨区分ユニット製造業；液晶表示ユニッ
ト製造業

　小分類　２８９　　　その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
細分類 産　業　名 参　考

Ｅ２８９９ その他の電
子部品・デバ
イス・電子回
路製造業

主として整流器（電力用を除く）、磁性材部分品（粉末や金によるも
の）など他に分類されない電子部品を製造する事業所をいう。

整流器製造業（電力用を除く）；ダイヤル製造
業；プラグ・ジャック製造業（電力用を除く）；磁
性材部分品製造業（粉末や金によるもの）；雑
音防止器製造業；テレビ画面安定器製造業；
共振子・発振子製造業；フィルタ製造業；ソケッ
ト製造業（電球用を除く）；センサ製造業；タッ
チパネルセンサ製造業；カラーフィルタ製造業
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　中分類　２９　　　電気機械器具製造業

　小分類　２９０　　　管理、補助的経済活動を行う事業所（２９電気機械器具製造業）
　小分類　２９１　　　発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９１１ 発電機・電動

機・その他の
回転電気機
械製造業

主として一般産業用及び鉄道車両、船舶用の電動機、発電機並び
に電動機、内燃機関、蒸気機関、蒸気タービンなどによりく動される
発電装置、その他の回転電気機械を製造する事業所をいう。
ただし、内燃機関用電動機、発電機を製造する事業所は小分類２９
２【2922】に分類される。

ターボゼネレータ製造業；電動車両用モー
ター（トラクションモーター、電力モーター）製造
業

Ｅ２９１２ 変圧器類製
造業（電子機
器用を除く）

主として送配電用及び機器用の変圧器類を製造する事業所をいう。
無線周波及び低周波変成器、チョークコイルなどの電子機器用変成
器を製造する事業所は中分類２８【2821】に分類される。

変圧器製造業（送配電用、機器用、シグナル
用）；ネオン変圧器製造業；計器用変成器製
造業；リアクトル製造業；電圧調整器製造業

Ｅ２９１３ 電力開閉装
置製造業

主として電力開閉装置を製造する事業所をいう。 開閉器製造業（電力用のもの）；継電器製造
業（電力用のもの）；断路器製造業；遮断機製
造業；避雷器製造業；電力用ヒューズ装置製
造業

Ｅ２９１４ 配電盤・電力
制御装置製
造業

主として配電盤及び電力制御装置を製造する事業所をいう。
主としてリアクトル及び電圧調整器を製造する事業所は細分類2912
に分類される。

制御装置製造業（車両用を含む）；起動器製
造業；抵抗器製造業（電力用のもの）；配電ば
こ製造業；自動調整装置製造業；制御器製造
業

Ｅ２９１５ 配線器具・配
線附属品製
造業

主として配線器具（小形開閉器、点滅器、接続器、電球保持器など）
及び配線ばこ並びに部品（パネルボード、小形配線ばこ、ヒューズな
ど）を製造する事業所をいう。
陶磁器製絶縁材料を製造する事業所は中分類２１【2144】に、ガラス
絶縁材料を製造する事業所は中分類２１【2119】に分類されるが、電
線管接続附属品及び電鈴（ベル用変圧器を含む）は本分類に含ま
れる。
主として電気照明器具を製造する事業所は小分類２９４【2942】に分
類される。

小形開閉器製造業；点滅器製造業；接続器製
造業；電球保持器製造業；鉄道用配線器具製
造業；パネルボード製造業；小形配線ばこ製
造業；ヒューズ製造業；電線管接続附属品製
造業；ベル用変圧器製造業；プラスチック製差
込プラグ製造業；スイッチ製造業

　小分類　２９２　　　産業用電気機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９２１ 電気溶接機

製造業
主として電気溶接装置及び電極保持具を製造する事業所をいう。
主としてガス溶接装置を製造する事業所は中分類２６【2662】に分類
される。

電弧溶接機製造業；抵抗溶接機製造業：電極
保持具製造業（溶接用）

Ｅ２９２２ 内燃機関電
装品製造業

主として自動車、航空機などの内燃機関電装品を製造する事業所
をいう。

スターターモータ製造業（自動車・航空機用）；
航空機用電装品製造業；点火せん・点火装置
製造業（内燃機関用）；電動機・発電機製造業
（内燃機関用）；電気式始動機製造業；セル
モータ製造業；発電機製造業（自動車・航空機
用）；点火用コイル製造業；ディストリビュータ
製造業；充電機製造業；磁石発電機製造業；
点火せん用結線装置製造業

Ｅ２９２３ 電気炉・電熱
装置製造業

主として電気を熱源とする電気炉又は電熱装置を製造する事業所
をいう。

電気炉製造業；電熱装置製造業

Ｅ２９２９ その他の産
業用電気機
械器具製造
業（車両用、
船舶用を含
む）

主として蓄電器（電子機器用を除く）を含む他に分類されない工業用
及び商業用電気装置並びに他に分類されない車両用・船舶用電気
装置を製造する事業所をいう。

蓄電器製造業（電子機器用を除く）；はんだご
て製造業（電気式）；電磁石製造業；車両用集
電装置製造業；整流器製造業（電力用）；赤外
線乾燥装置製造業；車載充電器製造業（電気
自動車用）

これらの業種（E291,292）は、地域別最低賃金の適用になります。
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　小分類　２９３　　　民生用電気機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９３１ ちゅう房機器

製造業
主としてちゅう房機器を製造する事業所をいう。
主としてガスこんろ、ガスレンジ、ガス湯沸器、ガス炊飯機器、ガス
オーブンを製造する事業所は中分類２４【2432】に、冷凍機を製造す
る事業所は中分類２５【2535】に分類される。

電気こんろ製造業；電子レンジ製造業；クッキ
ングヒーター製造業（電気式のもの）；電気が
ま製造業（ジャー炊飯器を含む）；トースタ製造
業；ホットプレート製造業；ジューサミキサ製造
業；電気ポット製造業；食器乾燥機製造業；食
器洗い機製造業；電気冷蔵庫製造業；フリー
ザ製造業；電磁調理器製造業

Ｅ２９３２ 空調・住宅関
連機器製造
業

主として空調・住宅関連機器を製造する事業所をいう。
主として業務用エアコンディショナを製造する事業所は中分類２５
【2535】に分類される。

扇風機製造業；換気扇製造業；電気温水器製
造業；除湿機製造業；家庭用エアコンディショ
ナ製造業；空気清浄機製造業

Ｅ２９３３ 衣料衛生関
連機器製造
業

主として衣料衛生関連機器を製造する事業所をいう。
主として営業用洗濯機、ドライクリーニング機、プレス機を製造する
事業所は中分類２７【2721】に、家庭用ミシンを製造する事業所は中
分類２６【2635】に分類される。

家庭用電気洗濯機製造業；衣類乾燥機製造
業；電気アイロン製造業；電気掃除機製造業；
ハンドクリーナ製造業

Ｅ２９３９ その他の民
生用電気機
械器具製造
業

主として電気暖房器、理美容機器などのような他に分類されない民
生用電気機械器具を製造する事業所をいう。

電気ストーブ製造業；電気こたつ製造業；電気
毛布製造業；電気カーペット製造業；電気かみ
そり製造業；家庭用高周波及び低周波治療器
製造業；ヘアドライヤ製造業；家庭用生ごみ処
理機製造業；温水洗浄便座製造業；電気マッ
サージ器具製造業

　小分類　２９４　　　電球・電気照明器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９４１ 電球製造業 主として電球及び類似の光源を製造する事業所をいう。

主として電気照明器具を製造する事業所は細分類2942に、電球用
ガラスを製造する事業所は中分類２１【2113】に分類される。

映写機用ランプ製造業；ネオンランプ製造業；
蛍光灯製造業；白熱電球製造業；自動車用電
球製造業；フラッシュランプ製造業；赤外線ラ
ンプ製造業；殺菌灯製造業；水銀放電灯製造
業

Ｅ２９４２ 電気照明器
具製造業

主として白熱電灯器具、放電灯器具、携帯電灯、発電ランプなど及
びこれらの附属品を製造する事業所をいう。
主としてガス灯、カーバイド灯、石油灯、ガソリン灯及びこれらの附
属品を製造する事業所は中分類２４【2499】に、照明用ガラス器具を
製造する事業所は中分類２１【2119】に、電球及び類似の光源を製
造する事業所は細分類2941に分類される。

天井灯照明器具製造業；電気スタンド製造
業；集魚灯器具製造業；坑内安全灯製造業
（蓄電池を除く）；投光器製造業；乗物用照明
器具製造業；発電ランプ製造業；携帯電灯製
造業；放電灯器具製造業；プラスチック製携帯
電灯器具製造業；照明器具用安定器（スリム
ライン）製造業；ヘッドライト製造業；自動車用
ウィンカ製造業

これらの業種（E294)は、地域別最低賃金の適用になります。
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　小分類　２９５　　　電池製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９５１ 蓄電池製造

業
主として蓄電池を製造する事業所をいう。 ﾆｯｹﾙｶﾄﾞﾐｳﾑ蓄電池製造業；ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池

製造業；鉛蓄電池製造業

Ｅ２９５２ 一次電池（乾
電池、湿電
池）製造業

主として一次電池（乾電池、湿電池）を製造する事業所をいう。 水銀電池製造業；アルカリ電池製造業

　小分類　２９６　　　電子応用装置製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９６１ Ｘ線装置製造

業
主として医療用及び産業用Ｘ線装置を製造する事業所をいう。
主としてＸ線管及びX線用整流管を製造する事業所は中分類２８
【2811】に分類される。

医療用・歯科用Ｘ線装置製造業；Ｘ線探傷機
製造業

Ｅ２９６２ 医療用電子
応用装置製
造業

主として電子エネルギーを利用した医療用の電子応用装置を製造
する事業所をいう。

医療用粒子加速装置製造業；医療用放射性
物質応用装置製造業；超音波画像診断装置
製造業(循環器用・腹部用を含む）；超音波ド
プラ診断装置製造業；磁気共鳴画像診断装置
製造業；高周波及び低周波治療器製造業（家
庭用を除く）；ｴﾐｯｼｮﾝＣＴ装置製造業；ﾚｰｻﾞ応
用治療装置製造業；ﾚｰｻﾞ手術用機器製造業；
結石破砕装置製造業

Ｅ２９６９ その他の電
子応用装置
製造業

主として粒子加速装置、放射性物質応用装置、弾性波応用装置、
超音波応用装置、電磁応用探知装置、電気探知装置、高周波電力
応用装置、電子顕微鏡など他に分類されない電子応用装置を製造
する事業所をいう。

水中聴音装置製造業；魚群探知機製造業；磁
気探知機製造業；高周波ミシン製造業；電子
顕微鏡製造業；電子応用測定装置製造業（医
療用を除く）；サイクロトロン製造業；放射線応
用計測器製造業；レーザ装置製造業（医療用
を除く）；高周波加熱装置製造業；産業用電子
応用装置製造業

　小分類　２９７　　　電気計測器製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９７１ 電気計測器

製造業（別掲
を除く）

主として電気計測器を製造する事業所をいう。 計器・附属製品（電流計、電圧計、積算電力
計、位相計、周波数計、検電計、音量計、電
気動力計、電力計など）；定数測定器・附属品
製造業（電気、電圧、電流及び電力測定器、
周波数測定器、電波及び空中線測定器、回
路素子測定器など）；検査・評価装置及び附
属品製造業；特性測定器・附属品製造業（伝
送量測定器、真空管特性測定器、磁性体測
定器、誘電体測定器など）；総合試験装置・附
属品製造業（搬送機器用試験装置、無線機器
用試験装置、有線機器用試験装置なと゜）

Ｅ２９７２ 工業計器製
造業

主として温度、流量、液面などの物象の状態量の計測記録又は計
測制御のため検出、変換、指示記録、調節、調節操作などを一体的
に、連けいして行う機器を製造する事業所をいう。

温度自動調節装置製造業；圧力自動調節装
置製造業；流体自動調節装置製造業；液体組
成自動調節装置製造業；液面調節装置製造
業；自動燃焼調節装置製造業；ガス制御装置
製造業；制御機器製造業

Ｅ２９７３ 医療用計測
器製造業

主として電気特性を利用した生体検査・診断用の各種の機器を製造
する事業所をいう。

生体物理現象検査用機器製造業（体温・血圧
等検査用モニタ、生体磁気計測装置）；生体
電気現象検査用機器製造業（心電・脳波・筋
電等検査用モニタ）；生体現象監視用機器製
造業（集中患者監視装置、新生児モニタ、多
現象モニタ、分娩監視装置）；生体検査用機
器製造業（呼吸機能検査機器、視覚機能検査
機器）；医療用検体検査機器製造業（臨床化
学検査機器、血液検査機器）；診断用機械器
具製造業；心電計製造業

　小分類　２９９　　　その他の電気機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ２９９９ その他の電

気機械器具
製造業

主として電球用口金など他に分類されない電気機械器具を製造す
る事業所をいう

電球口金製造業；導入線製造業；電気接点製
造業；ジュメット線製造業；永久磁石製造業；
太陽電池製造業；燃料電池セパレータ製造業
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　中分類　３０　　　情報通信機械器具製造業
　小分類　３００　　　管理、補助的経済活動を行う事業所（３０情報通信機械器具製造業）
　小分類　３０１　　　通信機械器具・同関連機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ３０１１ 有線通信機

械器具製造
業

主として電話機、交換機、電信機、搬送装置、有線放送装置及びそ
の他の有線通信機械器具を製造する事業所をいう。
主として通信機械器具の部分品を製造する事業所は中分類２８に、
真空管を製造する事業所は中分類２８【2811】に、半導体素子を製
造する事業所は中分類２８【2812、2813】に分類される。

電話機製造業；交換装置製造業；ファクシミリ
製造業；搬送装置製造業

Ｅ３０１２ スマートフォ
ン・携帯電話
機・ＰＨＳ電話
機製造業

主としてスマートフォン、携帯電話機、ＰＨＳ電話機を製造する事業
所をいう。

スマートフォン製造業；携帯電話機製造業；Ｐ
ＨＳ電話機製造業

Ｅ３０１３ 無線通信機
械器具製造
業

主として無線通信機械器具及び各種無線応用機器を製造する事業
所をいう。
主として携帯電話器・ＰＨＳ電話機を製造する事業所は細分類3012
に、主としてラジオ受信機及びテレビジョン受信機を製造する事業所
は細分類3014に、電気音響装置を製造する事業所は小分類３０２
【3023】に、通信機械器具の部分品を製造する事業所は中分類２８
に、真空管を製造する事業所は中分類２８【2811】に、半導体素子を
製造する事業所は中分類２８【2812、2813】にそれぞれ分類される。

ラジオ送信装置製造業；無線送信機製造業；
無線受信機製造業；ロラン装置製造業；レー
ダ製造業；着陸誘導装置製造業；距離方位測
定装置製造業；気象観測装置製造業；遠隔制
御装置製造業；無線応用航法装置製造業；放
送用テレビカメラ製造業；テレビジョン放送装
置製造業；ＧＰＳ装置製造業；カーナビゲー
ション製造業；可搬形通信装置製造業；車両
用通信装置製造業；船舶用通信装置製造業；
航空用通信装置製造業；携帯用通信装置製
造業；救命艇用通信装置製造業；方向探知機
製造業；ビーコン装置製造業；レーダ装置製
造業

Ｅ３０１４ ラジオ受信
機・テレビジョ
ン受信機製
造業

主としてラジオ受信機およびテレビジョン受信機を製造する事業所
をいう。
主としてラジオ付カセットレコーダを製造する事業所は小分類302
【3023】に、通信機械器具の部分品を製造する事業所は中分類２８
に、真空管を製造する事業所は中分類２８【2811】に、半導体素子を
製造する事業所は中分類２８【2812、2813】にそれぞれ分類される。

ラジオ受信機製造業；テレビジョン受信機製造
業

Ｅ３０１５ 交通信号保
安装置製造
業

主として交通保安の用に供する電気信号保安装置及び機械信号保
安装置並びに鉄道軌条の転てつ器、その他の分岐器を製造する事
業所をいう。

電気信号装置製造業；鉄道信号機製造業；自
動転てつ器製造業；分岐器製造業

Ｅ３０１９ その他の通
信機械器具・
同関連機械
器具製造業

主として音響信号装置、警報装置などのような他に分類されない電
気通信装置を製造する事業所をいう。

火災警報装置製造業；盗難警報装置製造業；
発光信号装置製造業；通報信号装置製造業

　小分類　３０２　　　映像・音響機械器具製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ３０２１ ビデオ機器製

造業
主として磁気録画装置（デジタルカメラを除く）又は画像再生装置を
製造する事業所をいう。

磁気録画装置（Ｖ．Ｔ．Ｒ）製造業；画像再生装
置（Ｅ．Ｖ．Ｒ）製造業；ＤＶＤプレーヤ製造業；
ビデオカメラ製造業；防犯カメラ製造業

Ｅ３０２２ デジタルカメ
ラ製造業

主としてデジタルカメラを製造する事業所をいう。 デジタルカメラ製造業

Ｅ３０２３ 電気音響機
械器具製造
業

主として録音装置、再生装置、拡声装置及び附属品（完成品）を製
造する事業所をいう。
主として録音済みの記録物を製造する事業所は中分類３２【３２９６】
に、生の磁気テープ、磁気ディスクを製造する事業所は中分類２８
【2832】に分類される。

録音装置製造業；ＩＣレコーダ製造業；ステレオ
製造業；拡声装置製造業；スピーカシステム
製造業；マイクロホン製造業；ヘッドホン製造
業；補聴器製造業；ハイファイ用増幅器製造
業；オーディオディスクプレーヤ製造業；ピック
アップ製造業
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　小分類　３０３　　　電子計算機・同附属装置製造業
細分類 産　業　名 参　考
Ｅ３０３１ 電子計算機

製造業（パー
ソナルコン
ピュータを除く）

主としてデジタル形電子計算機（プログラム内蔵方式であって、プロ
グラム言語を使用するものに限る）を製造する事業所をいう。

デジタル形電子計算機製造業；ハイブリット形
電子計算機製造業；電子会計機製造業；半導
体設計用装置製造業

Ｅ３０３２ パーソナルコ
ンピュータ製
造業

主として以下の電子計算機を製造する事業所をいう。
①事務用、科学技術用、計測制御用、教育用及び趣味的等多目的
に使用される小型の電子計算機。
②主記憶装置にプログラムを任意に設定できる小型の電子計算
機。

パーソナルコンピュータ製造業（デスクトップ
型、ノート型、タブレット型）

Ｅ３０３３ 外部記憶装
置製造業

主として中央演算装置（ＣＰＵ）が入出力チャネルを通してデータを
書き込んだり、読み出すことが可能な記憶装置を製造する事業所を
いう。

磁気ディスク装置製造業；光ディスク装置製造
業；ディスクアレイ装置製造業；内蔵型ＨＤＤ製
造業；ＤＶＤマルチメディアドライブ製造業

Ｅ３０３４ 印刷装置製
造業

主としてラインプリンタ、ページプリンタ等の印刷装置を製造する事
業所をいう。

プロッタ（作図装置）製造業

Ｅ３０３５ 表示装置製
造業

主として表示装置（ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイなど）を製造
する事業所をいう。

ＣＲＴディスプレイ製造業；液晶ディスプレイ製
造業（パーソナルコンピュータ用）

Ｅ３０３９ その他の附
属装置製造
業

主としてスキャナー、端末装置、その他の入力装置などの附属装置
を製造する事業所をいう。

スキャナー製造業；現金自動預け払い機（ＡＴ
Ｍ）製造業

適用除外される労働者
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